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２．土地区画整理事業の決定

３．用途地域の変更

４．高度地区の変更

５．地区計画の決定
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１．区域区分の変更
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市街化区域編入（約１４．６ha)

市街化区域編入図



住宅地

住宅地

高圧線鉄塔

3

ロジスクエア守谷

つくば
エクスプレス
総合基地

旭コンクリート工業

ＥＳＲ守谷
十和運送
守谷物流センター

平城苑

キリン物流
高圧線鉄塔

高圧線鉄塔

守谷自動車学校

トーワ流通

開智望小学校・中等教育学校

もりり
保育園

新守谷駅

大八洲
大原公民館

つくばみらい市道
24380号線

市街化区域編入区域と土地区画整理事業区域

２．土地区画整理事業の決定
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２．土地区画整理事業の決定

新守谷駅周辺土地区画整理事業の概要

計 画 面 積 約１３．５ｈａ

事 業 期 間 令和５年度～令和７年度

土 地 利 用 住宅系・商業系・産業系の複合

地 権 者 数 ４6名

施 行 組合施行

準 備 会
新守谷駅周辺土地区画整理組合
設立準備会

業務代行予定者 三井住友建設（株）
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２．土地区画整理事業の決定

土地区画整理事業 土地利用案

商業施設

住宅

物流施設

商業施設

住宅

住宅
商業複合

コンクリート製品



３．用途地域の変更
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用途地域図

工業専用地域

準住居地域

第二種住居地域 第一種住居地域
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３．用途地域の変更
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用途地域図

工業専用地域（5.1ｈa)

建ぺい率６０／容積率２００

工業系市街地のための用途地域です。すべての工
場・倉庫等が建てられますが、住宅は建てられませ
ん。店舗は物品販売店、飲食店は建てられません。

準住居地域（3.4ｈa)

建ぺい率６０／容積率２００

複合系市街地を形成するための用途地域です。幹線道
路の沿道における、商業・業務施設等の利便性を図り
ます。10,000㎡以下の店舗等が建てられます。

第二種住居地域（3.4ｈa)

建ぺい率６０／容積率２００

複合系市街地を形成するための
用途地域です。第一種住居地域
よりも、商業・業務系の土地利
用がしやすくなっており、
10,000㎡以下の店舗等が建て
られます。

第一種住居地域（2.7ｈa)

建ぺい率６０／容積率２００

複合系市街地を形成するための
用途地域です。住宅利用を中心
としていますが、3,000㎡以下
の店舗、事務所、ホテル等が建
てられます。

開智望小学校
中等教育学校新守谷駅



◆市内の用途地域と高度地区

種類 容積率/建ぺい率 高度地区 備考

第一種低層住居専用地域 80/40 100/50 なし 絶対高さ10ｍ

第一種中高層住居専用地域 200/60 20ｍ第1種

第一種住居地域
200/60 20ｍ第3種

200/60（中央） 31ｍ第3種

第二種住居地域 200/60 20ｍ第3種

準住居地域
200/60 20ｍ第3種

200/60（中央） 31ｍ第3種

近隣商業地域
200/80 20ｍ第3種

300/80（中央） なし

商業地域 400/80 500/80 なし

準工業地域 200/60 20ｍ第3種

工業専用地域 200/60 なし

４．高度地区の変更

高度地区とは

用途地域内において市街地の環境を維持し、土地利用の増進を図るため、建築物の高さ
の最高限度又は最低限度を定める地区です。
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４．高度地区の変更
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２０ｍ第３種

２０ｍ第３種

２０ｍ第３種

２０ｍ第３種

２０ｍ第３種

指定なし

（地区計画３１ｍ）

指定なし

２０ｍ第３種

高度地区図

絶対高さ20ｍ

２０ｍ第３種

開智望小学校
中等教育学校

新守谷駅
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地区計画の土地利用方針

５．地区計画の決定（素案）

工業

ゾーン

商業

ゾーン

沿道

複合

ゾーン

工業ゾーン

既存の工業専用地域との連
続性や広域幹線道路沿道の
まとまった規模の立地特性
を生かし、工業的な土地利
用の誘導を図る。

住宅ゾーン

市道２０９号線沿道の利便性の
高い住宅地とする。
周辺地域の子育て環境を支える
既存保育園を存置するとともに
既存樹林や自然地形を生かした
街区公園を形成する。

沿道複合ゾーン

郷州沼崎線、１０６号線の沿道街
区として、利便性の高い住宅地
及び沿道サービス施設等の土地
利用誘導を図る。

商業ゾーン

駅に近接したまとまった敷地規模
の立地を生かし、駅周辺地域の
生活を支える日常的な商業機能
の導入を図る。

住宅

ゾーン

沿道商業ゾーン

広域幹線道路の沿道及び鉄道
駅近傍である立地性を生かし、
商業施設の誘導を図る。

沿道商業

ゾーン



用途の制限
建築してはならない建築物

工業ゾーン 1.畜舎
2.法別表第2(る)項に掲げる建築物

沿道商業ゾーン 1．マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、
場外車券売場その他これらに類するもの
2．畜舎（15 ㎡を超えるもの）

商業ゾーン

住宅ゾーン 1．ホテル、旅館
2．ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するも
のとして建築基準法施行令130 条の6 の2 で定める運動施設
3．畜舎（15 ㎡を超えるもの）
4．公衆浴場

沿道複合ゾーン 1．畜舎（15 ㎡を超えるもの）
2．公衆浴場
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５．地区計画の決定（素案）
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壁面位置の制限 敷地面積
最低限度

工業ゾーン ・国道294 号、市道209 号、市道2790 号から5.0ｍ
・その他の道路境界線から2.0ｍ

10,000㎡

沿道商業
ゾーン

・国道294 号、市道209 号から2.0ｍ
・その他の道路境界線から1.0ｍ
・隣地境界線から0.5ｍ
ただし、以下の建築物又は建築物の部分を除く
①建築物に付属する２０㎡未満の車庫、物置等はこの限りではない。

1,000㎡

商業ゾーン ・すべての道路境界線から2.0ｍ
・隣地境界線から0.5ｍ

1,000㎡

住宅ゾーン ・すべての道路境界線から1.0ｍ
・隣地境界線から0.5ｍ
ただし、以下の建築物又は建築物の部分を除く
①外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3ｍ以下の建築
物の部分
②建築物に付属する２０㎡未満の車庫、物置等はこの限りではない。

165㎡

沿道複合
ゾーン

５．地区計画の決定（素案）
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緑化率
最低限度

高さ
最高限度

意匠形態の制限

工業ゾーン ２０％ 31m

ただし、建築物の屋上に
設置する高さ1.5ｍ以下の

太陽光発電施設は高さに
参入しないものとする。

１．建築物の屋根、外壁及びこ
れに代わる柱の色彩は、刺激
的な色を避け、周辺環境に調
和した落ち着きのある色調とす
る。

２．屋上、屋外設置物及び工
作物は、地上や他の建築物か
らの景観に配慮する。

沿道商業
ゾーン

１０％ ー

商業ゾーン １０％ ー

住宅ゾーン １０％ ー

沿道複合
ゾーン

１０％ ー

５．地区計画の決定（素案）
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かき柵の構造制限

工業ゾーン ・道路に面する側に垣又はさくを設ける場合は、次の各号の一に適合しなけ
ればならない。
1.道路側に突出しないよう管理できる生垣。
2.高さ2.0m 以下の鉄柵、金網等で透視可能なフェンス。石積み及び基礎を
構築する場合、その高さは設置する地上面から0.6ｍ以下とする。
ただし、門柱・門の袖及び法令等に定められた場合は、この限りでない。

沿道商業
ゾーン

・道路に面する側に垣又はさくを設ける場合は、次の各号の一に適合しなけ
ればならない。
1.道路側に突出しないよう管理できる生垣。
2.高さ1.2ｍ以下の鉄柵、金網等で透視可能なフェンス。石積み及び基礎を
構築する場合、その高さは設置する地上面から0.6ｍ以下とする。
3.高さ1.2ｍ以下の上記各号に属さない構造の垣又はさくで、道路側に幅0.5 

ｍ以上の植栽帯を設け植栽を施したもの。ただし、商業施設等で商品、塵芥
の集積及び搬入出口を設置する場合には、付近の垣又は塀の透視を避ける
等、景観形成に配慮すること。ただし、幅が1.5 ｍ以内の門柱・門の袖等に
あってはこの限りではない。

商業ゾーン

住宅ゾーン

沿道複合
ゾーン

５．地区計画の決定（素案）
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雨水貯留施設に関する事項

工業ゾーン ・雨水貯留施設の地区内貯留量は、自然放流の場合は1 ㎡につき
０．０６６５㎥以上とし、ポンプ放流の場合は1 ㎡につき０．１３０９㎥

以上とし、合計が必要量を下回ることのないように雨水貯留施設を
設置し、建築物の敷地内で適切に維持管理するものとする。沿道商業

ゾーン

商業ゾーン

住宅ゾーン

沿道複合
ゾーン

５．地区計画の決定（素案）
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適用除外

工業ゾーン 以下のものについては適用の除外とする。

１．現に存する建築物等でこれらの規定に適合しないものを継続して使用す
る。
２．電気事業法第2 条第1 項第9 号に規定する電気事業の用に供する施設、
電気通信事業法第120 条第1 項に規定する認定電気通信事業者が同項に
規定する認定電気通信事業の用に供する施設及びガス事業法第2 条第1 

項に規定する一般ガス事業又は同条第3 項に規定する簡易ガス事業の用
に供する施設。
３．市長が公益上必要な建築物でやむを得ないと認めて許可した建築物。
４．土地区画整理法第103 条第1 項に規定する換地処分又は同法第98 条
第1 項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に

基づいてその全部を一つの敷地として使用するものに関しては、「敷地面積
の最低限度」における制限の適用除外とする。

沿道商業
ゾーン

商業ゾーン

住宅ゾーン

沿道複合
ゾーン

５．地区計画の決定（素案）
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用途地域制限と地区計画の制限

５．地区計画の決定（素案）
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５．地区計画の決定（素案）
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工業ゾーン

商業ゾーン

敷地最低 10,000㎡
緑化率 20％
高さ最高 31ｍ

敷地最低 1,000㎡
緑化率 10％

敷地最低 1,000㎡
緑化率 10％

住宅ゾーン
敷地最低 165㎡
緑化率 10％

敷地最低 165㎡
緑化率 10％

沿道
複合
ゾーン

壁面位置の制限、敷地面積最低規模、緑化率

５．地区計画の決定（素案）

沿道商業
ゾーン


